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仏
教
と
ハ
ン
セ
ン
病

「
得
白
癩
病
」
の
漢
訳
を
め
ぐ
っ
て

奥

田

正

叡

（
現
代
宗
教
研
究
所
嘱
託
）

は
じ
め
に

ハ
ン
セ
ン
病
は
古
代
よ
り
不
治
の
病
で
あ
り
、
慢
性
の
し
か
も
感
染
症
の
疾
患
と
し
て
、
患
者
の
多
く
は
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
て
き

た
。
我
が
国
で
ハ
ン
セ
ン
病
が
社
会
的
ス
テ
ィ
グ
マ
（
烙
印
）
と
し
て
忌
避
さ
れ
て
き
た
背
景
の
一
つ
に
日
本
風
土
に
根
づ
い
た
「
穢
れ

観
」
や
、
仏
教
と
り
わ
け
妙
法
蓮
華
経
の
普
及
が
あ
っ
た
た
め
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
日
本
風
土
の
歴
史
を
踏
ま

え
、「
癩
」
に
関
す
る
仏
教
経
典
類
の
記
述
を
比
較
し
な
が
ら
、
仏
教
が
ハ
ン
セ
ン
病
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
き
た
の
か
、
特
に
法
華
経

に
お
け
る
「
癩
」
の
記
述
に
つ
い
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
と
漢
訳
経
典
と
の
比
較
を
試
み
、
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。（
文

意
上
こ
こ
で
は
ハ
ン
セ
ン
病
を
「
癩
病
」
と
表
現
す
る
）

第
一
章

仏
教
は
ど
の
よ
う
に
ハ
ン
セ
ン
病
を
と
ら
え
て
い
た
か

一
、『
律
蔵
』

原
始
仏
教
末
期
に
整
理
さ
れ
た
『

・

』（
律
蔵
三
大
品
一
）
の
第
七
涌
品
に
は
、
五
種
の
病
を
持
つ
者
の
出
家
を
拒
否
す
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る
因
縁
譚
が
記
さ
れ
て
る
。

資
料
１
〉

耆
婆
童
子
は
呟
き
憤
り
毀
れ
り
、「
如
何
ぞ
尊
者
等
は
五
種
の
病
に
罹
れ
る
者
を
出
家
せ
し
む
る
ぞ
」。
時
に
耆
婆
童
子
は
世
尊
の
在

す
處
に
詣
れ
り
、
詣
り
て
世
尊
を
敬
禮
し
一
面
に
坐
せ
り
。
一
面
に
坐
し
て
耆
婆
童
子
は
世
尊
に
白
し
て
言
へ
り
、「
世
尊
よ
、
願
は

く
は
五
種
の
病
に
罹
れ
る
も
の
を
出
家
せ
し
め
た
ま
は
ざ
れ
」。

時
に
世
尊
は
法
を
説
き
て
耆
婆
童
子
を
教
示
し
勸
導
し
讃
勵
し
慶
喜
せ
し
め
た
ま
へ
り
。
時
に
耆
婆
童
子
は
世
尊
の
法
を
説
き
て
教

示
し
勸
導
し
讃
勵
し
慶
喜
せ
し
め
た
ま
へ
る
時
、
座
よ
り
起
ち
て
世
尊
を
敬
禮
し
右
遶
を
爲
し
て
去
れ
り
。
時
に
世
尊
は
此
縁
に
よ
り

此
時
に
於
て
法
を
説
き
て
比
丘
等
に
告
げ
て
言
ひ
た
ま
へ
り
、「
比
丘
等
よ
、
五
種
の
病
に
罹
れ
る
も
の
を
出
家
せ
し
む
る
べ
か
ら

ず
、
出
家
せ
し
む
る
も
の
は
悪
作
に
堕
す
」。

五
種
の
病
と
は
、
癩
（

）
・
癰
（

）
・
疽
（

）
・
乾
瘠
（

）
・
癲
狂
（

）
の
こ
と

で
あ
る
。

資
料
２
〉

癩
・
癰
・
疽
・
癲
・
瘠
。
癰
も
疽
も
共
に
は
れ
も
の
な
り
、
瘠
は
頭
の
い
た
む
病
な
り
、
四
分
律
に
は
癩
、
癰
、
白
癩
、
乾
瘠
、

狂
と
あ
る
。

経
典
に
は
こ
の
五
種
の
病
を
持
つ
者
に
は
出
家
受
戒
が
許
さ
れ
ず
、
僧
侶
に
な
る
資
格
が
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
病

の
人
に
出
家
を
許
せ
ば
突
吉
羅
罪
（
一
人
で
懺
悔
す
る
一
番
軽
い
罪
）
を
得
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
実
は
、
こ
の
因
縁
譚
の
前
半
で
は
五

種
の
病
の
人
に
も
出
家
が
許
さ
れ
て
い
た
記
述
が
あ
る
。
そ
の
記
述
に
よ
る
と
、
は
じ
め
五
種
の
病
の
人
が
出
家
を
志
し
、
許
さ
れ
て
出
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家
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
名
医
耆
婆
に
よ
り
五
種
の
病
が
治
っ
た
後
、
こ
の
人
た
ち
は
還
俗
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
、
耆
婆
は
激
し

く
憤
り
世
尊
に
出
家
の
是
非
に
つ
い
て
問
い
か
け
る
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
以
後
五
種
の
病
を
も
つ
人
に
は
出
家
が
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ

と
が
説
か
れ
て
い
る
。

資
料
３
〉

一
人
あ
り
、
五
種
の
病
に
罹
り
て
耆
婆
童
子
の
許
に
到
り
て
言
へ
り
、「
師
よ
、
願
は
く
は
我
を
治
し
た
ま
へ
」。「
我
に
所
作
多
く

所
辨
多
し
、
我
は
摩
竭
國
の
洗
尼
瓶
沙
王
に
も
後
宮
に
も
佛
を
上
首
と
せ
る
比
丘
衆
に
も
近
侍
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
我
﹇
汝
を
〕
治
す

る
こ
と
能
は
ず
」。「
師
よ
、
一
切
の
所
有
を
汝
に
歸
し
、
我
、
汝
の
奴
と
な
ら
ん
、
師
よ
、
願
は
く
は
我
を
治
し
た
ま
へ
」。

時
に
彼
人
に
思
念
生
じ
た
り
、「
彼
沙
門
釋
子
等
は
戒
易
く
行
易
く
好
食
を
食
ひ
風
の
入
ら
ざ
る
臥
具
に
臥
す
。
我
當
に
沙
門
釋
子

等
の
許
に
於
て
出
家
せ
ん
、
然
ら
ば
比
丘
等
は
﹇
我
を
〕
看
護
し
耆
婆
童
子
は
﹇
我
を
〕
治
す
べ
し
。
我
、
無
病
と
な
ら
ば
還
俗
せ

ん
」。
時
に
彼
人
は
比
丘
等
の
許
に
到
り
て
出
家
せ
ん
こ
と
を
請
へ
り
。
比
丘
等
は
彼
を
出
家
せ
し
め
具
足
戒
を
授
け
た
り
。
比
丘
等

は
爲
に
看
護
し
耆
婆
童
子
は
治
せ
り
。
彼
は
無
病
と
な
り
て
還
俗
せ
り
。
耆
婆
童
子
は
彼
人
の
還
俗
せ
る
を
見
た
り
。
見
て
彼
人
に
言

へ
り
、「
汝
は
比
丘
等
の
許
に
於
て
出
家
せ
る
に
は
非
ず
や
」。「
師
よ
、
然
り
」。「
然
ら
ば
汝
は
何
ぞ
此
の
如
き
こ
と
を
作
せ
る
や
」。

時
に
彼
人
は
耆
婆
童
子
に
彼
義
を
告
げ
た
り
。

こ
の
因
縁
譚
で
気
付
く
こ
と
は
、
癩
・
癰
・
疽
・
乾
瘠
・
癲
狂
の
五
種
の
病
を
同
等
に
扱
い
、
特
に
「
癩
」
だ
け
を
特
別
な
病
と
し
て

扱
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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二
、『
雑
阿
含
経
』

『
雑
阿
含
経
』
巻
四
十
三
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

資
料
４
〉

如
是
我
聞
。
一
時
佛
住
拘

彌
國
崔
師
羅
園
。
爾
時
世
尊
告
諸
比
丘
。
如
癩
病
人
。
四
體
瘡
壊
入
茅
荻
中
。
爲
諸
刺
葉
針
刺
所
傷
。

倍
増
苦
痛
。
如
是
愚
癡
凡
夫
。
六
觸
入
處
受
諸
苦
痛
亦
復
如
是
。
如
彼
癩
人
。
爲
草
葉
針
刺
所
傷
。
膿
血
流
出
。
如
是
愚
癡
凡
夫
。
其

性
弊
暴
。
六
觸
入
處
。
所
觸
則
起
瞋
恚
。
悪
聲
流
出
。
如
彼
癩
人
。
所
以
者
何
。
愚
癡
無
聞
凡
夫
。
心
如
癩
瘡
。

こ
こ
で
は
癩
病
に
か
か
っ
た
人
は
体
中
が
瘡
で
壊
れ
、
そ
の
苦
痛
は
刺
の
あ
る
植
物
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
た
時
の
よ
う
な
痛
さ
が
あ
る

と
説
か
れ
て
い
る
。
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
の
六
根
か
ら
受
け
る
外
界
の
刺
激
に
対
し
、
無
限
に
涌
き
出
る
煩
悩
の
欲
望
に
苦
し
む

凡
夫
の
性
を
癩
病
の
病
苦
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
て
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
初
期
原
始
経
典
で
は
、「
癩
」
の
記
述
は
あ

る
が
そ
こ
で
は
癩
病
を
特
別
な
病
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
や
説
明
は
し
て
い
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
表
現
は
単
な
る
譬
喩
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

三
、『
大
智
度
論
』

次
に
そ
の
ほ
か
の
経
論
を
見
て
み
る
。『
大
智
度
論
』
巻
五
十
九
に
は
、
諸
病
中
、
癩
病
が
最
も
重
い
病
気
で
あ
り
、「
宿
命
の
罪
、
因

縁
あ
る
故
に
治
し
難
い
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
初
期
原
始
経
典
の
記
述
と
は
違
い
、
癩
病
が
業
病
で
あ
る
と
い
う
記

述
に
な
っ
て
い
る
。
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資
料
５
〉

問
曰
。
四
種
病
中
攝
一
切
病
何
以
故
別
説
眼
痛
癩
病
等
。
答
曰
。
眼
是
身
中
第
一
所
用
最
貴
是
故
別
説
。
諸
病
中
癩
病
最
重
。
宿
命

罪
因
縁
故
難
治
。
是
故
更
説
。

四
、『
摩
訶
止
観
』

さ
ら
に
中
国
で
書
か
れ
た
『
摩
訶
止
観
』
巻
八
を
見
て
み
る
。
こ
の
書
は
、
当
時
の
中
国
医
学
を
も
と
に
「
陰
陽
五
行
説
」
と
い
う
中

国
独
自
の
哲
学
か
ら
病
気
と
業
思
想
を
直
接
関
係
さ
せ
て
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
病
因
を
四
大
不
順
・
飲
食
不
節
・
座
禅
不
調
・
鬼

神
・
魔
・
業
の
六
つ
に
分
類
し
、
方
薬
・
観
行
・
調
息
・
大
神
呪
・
懺
悔
の
方
法
で
治
療
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
る
。

資
料
６
〉

此
名
六

病
相
。
二
明
病
起
因
縁
有
六
。
一
四
大
不
順
故
病
。
二
飲
食
不
節
故
病
。
三
坐
禪
不
調
故
病
。
四
鬼

得
便
五
魔
所
爲
。

六
業
起
故
病
。

摩
訶
止
観
で
は
業
病
に
つ
い
て
、「
今
世
に
お
い
て
戒
を
破
り
前
世
の
業
を
動
か
し
た
た
め
に
受
け
る
病
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

資
料
７
〉

六
業
病
者
。
或
專
是
先
世
業
。
或
今
世
破
戒
動
先
世
業
。
業
力
成
病
。
還
約
五
根
知
有
所
犯
。
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五
、『
頓
医
抄
』

日
本
で
は
、「
癩
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
が
国
の
中
世
に
お
い
て
最
大
の
救
療
事
業
を
行
っ
た
僧
に
、

真
言
律
宗
の
叡
尊
が
い
る
。
そ
の
門
下
だ
っ
た
梶
原
性
全
（
一
二
六
六

一
三
三
七
）
の
書
い
た
『
頓
医
抄
』
巻
三
十
四
に
は
、「
夫
癩

病
ノ
由
来
、
五
癩
八
風
、
或
ハ
一
百
三
十
種
品
ア
リ
。
或
ハ
又
、
先
生
ノ
罪
業
ニ
ヨ
リ
テ
、
仏
神
ノ
冥
罰
ア
リ
」
と
あ
る
。

資
料
８
〉

頓
醫
抄
、
巻
三
十
四
ニ
日
ク
「
夫
癩
病
ノ
由
來
、
五
癩
八
風
、
或
ハ
一
百
三
十
種
品
ア
リ
、
或
ハ
又
、
先
生
ノ
罪
業
ニ
ヨ
リ
テ
、
佛

ノ
冥
罸
ア
リ
、
或
ハ
食
物
ニ
ヨ
リ
、
或
ハ
四
大
不
調
ニ
依
ル
、
所
詮
善
根
ヲ
修
シ
、
懺
悔
ヲ
ナ
シ
テ
、
善
ヲ
修
ス
ベ
シ
。」
コ
ノ
如

ク
ニ
シ
テ
、
癩
病
ハ
不
治
ノ
業
病
ナ
リ
ト
做
サ
レ
…
。

六
、『
万
安
方
』

さ
ら
に
梶
原
性
全
著
の
『
万
安
方
』
に
は
、「
然
シ
テ
亦
伝
染
者
有
リ
・
・
気
血
相
伝
・
・
」
と
あ
る
。

資
料
９
〉

又
萬
安
方
ニ
ハ
三
因
方
ヲ
引
イ
テ
『
然
亦
有
傳
染
者
又
非
自
致
此
、
則
不
謹
之
故
、
氣
血
相
傳
、
豈
宿
業
縁
會
之
所
爲
也
、
原
其
所

因
、
皆
不
内
外
渉
外
所
因
而
成
也
』
ト
曰
ヒ
…
。

こ
れ
ら
の
書
物
で
僧
医
だ
っ
た
性
全
は
、
癩
病
を
先
生
の
罪
業
に
よ
る
「
業
病
」
と
説
き
、
親
子
の
「
遺
伝
病
」
と
捉
え
て
い
た
こ
と

が
理
解
で
き
る
。
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日
本
医
学
は
曲
直
瀬
一
渓
道
三
（
一
五
〇
七

一
五
九
四
）
ま
で
は
、
ほ
と
ん
ど
僧
医
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
僧

医
と
し
て
有
力
だ
っ
た
性
全
の
説
く
「
癩
病
は
業
病
で
あ
る
、
癩
病
は
遺
伝
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
が
一
般
社
会
に
広
く
浸
透
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
り
仏
教
経
典
の
中
に
於
け
る
「
癩
病
」
は
、
初
期
原
始
経
典
に
お
い
て
は
他
の
病
に
比
べ
特
別
視
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
も
の
が
、
国
を
経
て
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
「
癩
は
業
病
、
癩
は
遺
伝
病
」
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
特
別
な
病
と
し
て

人
々
に
忌
み
嫌
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章

日
本
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
の
歴
史
的
変
遷

日
本
に
於
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
は
、「
癩
病
・
天
刑
病
・
か
っ
た
い
・
ふ
く
よ
し
・
ど
す
・
レ
プ
ラ
」
な
ど
と
呼
ば
れ
社
会
か
ら
恐
れ
ら

れ
た
病
だ
っ
た
。

か
つ
て
は
結
核
も
「
伝
屍
病
」
と
い
わ
れ
、
天
の
裁
き
に
よ
る
罰
と
し
て
の
天
刑
病
・
不
治
の
病
と
し
て
恐
れ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
ハ

ン
セ
ン
病
の
よ
う
に
「
業
病
」
と
ま
で
呼
ば
れ
た
り
、
社
会
か
ら
排
斥
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
天
刑
病
と
呼
ば
れ
な
が

ら
、
ハ
ン
セ
ン
病
だ
け
が
社
会
か
ら
ス
テ
ィ
グ
マ
を
押
さ
れ
続
け
て
き
た
。

一
、『
延
喜
式
』

『
延
喜
式
』
巻
八
の
「
六
月
晦
大
祓
十
二
月
准
之
」
で
は
、
祓
う
べ
き
罪
と
し
て
、
天
津
罪
と
国
津
罪
を
挙
げ
、
そ
の
罪
の
中
に
癩
病

患
者
と
思
わ
れ
る
人
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
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資
料

〉

高
天
原
尓

留
坐
。
皇
親

漏
岐

漏
美
乃
命
以
氏
。
八
百
万

等
乎

集
集
賜
比
。

議
議
賜
氏
。
我
皇
御
孫
之
命
波
。
豊
葦
原

乃
水
穂
之
國
乎
。
安
國
止
平
久
知
所
食
止
事
依
奉
岐
。
如
此
依
志
奉
志
國
中
尓
荒
振

等
乎
波
。

間
志
尓
問
志
賜
。

掃
掃
賜
比

氏
。
語
問
志
磐
根
樹
立
草
之
垣
葉
乎
毛
語
止
氏
。
天
之
磐
座
放
。
天
之
八
重
雲
乎
。
伊
頭
乃
千
別
尓
千
別
氏
。
天
降
依
左
志
奉
支
。
如

此
久
依
左
志
奉
志
四
方
之
國
中
登
大
倭
日
高
見
之
國
乎
。
安
國
止
定
奉
氏
。
下
津
磐
根
尓
宮
柱
太
敷
立
。
高
天
原
尓
千
木
高
知
氏
。
皇

御
孫
之
命
乃
美
頭
乃
御
舎
仕
奉
氏
。
天
之
御
蔭
日
之
御
蔭
止
隠
坐
氏
。
安
國
止
平
氣
久
所
知
食
武
國
中
尓
。
成
出
武
天
之

人
等
我
。

過
犯
家
牟
雑
雑
罪
事
波
。
天
津
罪
止
畔
放
。
溝
埋
。
樋
放
。
頻
蒔
。
串
刺
。
生
剥
。
逆
剥
。
屎
戸
許
許
太
久
乃
罪
乎
。
天
津
罪
止
法
別

氣
氏
。
國
津
罪
止
八
生
膚
斷
。
死
膚
斷
。
白
人
。
胡
久
美
。
己
母
犯
罪
。
己
子
犯
罪
。
母
與
子
犯
罪
。
子
與
母
犯
罪
。
畜
犯
罪
。
昆
虫

乃
災
。
高
津

乃
災
。
高
津
鳥
炎
。
畜
仆
志
蠱
物
爲
罪
。
許
許
太
久
乃
罪
出
武
。
如
此
出
波
。
天
津
宮
事
以
氏
。

天
津
罪
と
は
共
同
体
の
農
業
慣
行
を
犯
す
罪
の
こ
と
で
あ
り
、
国
津
罪
と
は
性
的
禁
忌
を
犯
し
た
り
、
虫
害
・
鳥
害
や
呪
詛
な
ど
の
罪

の
こ
と
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
国
津
罪
の
中
に
癩
病
と
思
わ
れ
て
い
た
胡
久
美
・
白
人
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
身
体
的
醜
さ
が
「
穢
れ
」
と
し
て
忌
ま
れ
、
瘤
が
生
じ
る
胡
久
美
・
白
人
の
身
体
的
嫌
悪
感
そ
の
も
の
が
罪
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

二
、『
今
昔
物
語
』

『
今
昔
物
語
』
巻
二
十
で
は
、
比
叡
山
東
塔
の
僧
侶
心
懐
が
嫉
妬
に
よ
り
白
癩
に
か
か
り
、
皆
か
ら
「
穢
ナ
ム
」
と
忌
ま
れ
て
い
た
記
述

が
あ
る
。
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資
料

〉

其
ノ
後
墓
无
テ
、
任
モ
最
レ
バ
、
一
供
奉
モ
京
ニ
上
ヌ
。
守
モ
二
三
年
許
ヲ
経
テ
死
ヌ
レ
バ
一
供
奉
、
寄
リ
付
ク
方
无
テ
極
テ
便
无

ク
成
ヌ
。
而
ル
不
、
白
癩
ト
云
テ
病
付
テ
、
祖
ト
契
リ
シ
乳
母
モ
、
穢
ナ
ム
ト
テ
不
令
寄
ズ
。
然
レ
バ
、
可
行
キ
方
无
テ
、
清
水
・
坂

本
ノ
俺
ニ
行
テ
ゾ
住
ル
。
其
ニ
テ
モ
然
ル
片
輪
者
ノ
中
ニ
モ
被

テ
、
三
月
許
有
テ
死
ケ
リ
。

心
懐
は
行
く
先
も
な
く
、
当
時
白
癩
患
者
も
含
め
て
穢
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
た
清
水
・
坂
本
付
近
の
庵
に
行
く
が
、
そ
こ
さ
え
も

安
住
の
地
で
は
な
く
、
し
ま
い
に
は
「
片
輪
者
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
人
か
ら
も
憎
ま
れ
三
カ
月
余
り
で
亡
く
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
癩
患
者
が
社
会
か
ら
広
く
嫌
わ
れ
穢
れ
た
存
在
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
る
。

三
、『
令
の
義
解
』

『
令
の
義
解
』
巻
二
の
戸
令
は
、
癩
病
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
悪
疾
い
わ
ゆ
る
白
癩
（
し
ら
は
た
）
な
り
。
此

の
病
人
五
臓
の
虫
が
食
う
。
或
い
は
眉
・
睫
が
落
ち
、
或
い
は
鼻
柱
が
崩
壊
し
、
或
い
は
言
葉
声
が
嘶
な
き
、
或
い
は
関
節
ず
れ
落
ち
、

亦
能
く
傍
ら
の
人
に
伝
染
す
る
」
と
あ
る
。
癩
病
患
者
の
身
体
的
特
徴
を
具
体
的
に
述
べ
、
癩
病
が
伝
染
病
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

資
料

〉

悪
疾
。
謂
。
白
癩
也
。
此
病
。
有
虫
食
人
五
藏
。
或
眉
睫
墮
落
也
。
或
鼻
柱
崩
壊
。
或
語
聲
嘶
變
。
或
支
節
解
落
也
。
亦
能
注
染
於

傍
人
。
故
不
可
與
人
同
床
也
。
癩
或
作
癘
也
。
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四
、『
令
の
集
解
』

『
令
の
集
解
』
の
巻
九
の
戸
令
で
も
、
悪
疾
を
白
癩
と
規
定
し
て
い
る
。「
身
体
の
皮
が
無
く
、
毛
髪
は
凋
み
、
指
が
関
節
か
ら
無
く
な

る
」
と
『
令
の
義
解
』
巻
二
の
戸
令
同
様
、
癩
病
患
者
の
身
体
的
特
徴
を
具
体
的
に
記
し
て
い
る
。

資
料

〉

悪
疾
。
謂
。
白
癩
也
。
此
病
。
有
虫
食
人
五
藏
。
或
眉
睫
墮
落
。
或
鼻
柱
崩
壊
。
或
語
聲
嘶
變
。
或
支
節
解
落
也
。
亦
能
注
染
於
傍

人
。
故
不
可
與
人
同
床
也
。
癩
或
作
癘
也
。
釋
云
。
遍
身
爛
灼
。
體
上
無
皮
、
毛
髪
凋
零
。
指
節
自
解
。
觸
類
繁
多
。

云
悪
疾
。
唐

稱
病
癩
者
。
悪
疾
別
名
耳
。
古
記
云
。
悪
疾
。
謂
病
癩
者
眉
髪

落
。
手
足
零
墮
。
遍
身
疱
瘡
。
唇
缺
爛
。
色
類
非
一
。
皆
是
。
若
有

同
親
者
。
便
以
同
親
充
侍
。
若
無
者
「
無
者
」
不
給
侍
。
所
以
人
不
欲
近
耳
。

五
、『
類
聚
名
義
抄
』

ま
た
『
類
聚
名
義
抄
』
で
は
、「
癩
」
の
こ
と
を
シ
ラ
ハ
タ
ケ
・
シ
ラ
ハ
タ
・
禾
ラ
イ
と
し
、「
癘
」
は
勵
、
疾
病
・
ア
シ
キ
ヤ
マ
ヒ
と

付
加
し
て
い
る
。

資
料

〉

癩
（
谷
正
又
盧
達
反

シ
ラ
ハ
タ
ケ

シ
ラ
ハ
タ

禾
ラ
イ
）・
疥
癩
（
戒
頼
ハ
タ
ケ
）・
癘
（
勵
疫
病

ア
シ
キ
ヤ
マ
ヒ
）

我
が
国
の
歴
史
上
「
癩
」
は
そ
の
病
ゆ
え
に
お
こ
る
身
体
的
特
徴
か
ら
人
々
に
嫌
悪
感
を
い
だ
か
れ
、「
穢
れ
た
存
在
」
と
し
て
扱
わ

れ
、
さ
ら
に
伝
染
病
と
規
定
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
癩
病
が
人
々
か
ら
恐
れ
ら
れ
、
疎
ま
れ
た
病
気
だ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
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る
。
ま
た
癩
病
は
悪
疾
・
白
癩
・
「
癘
」（
え
や
み
）
・
と
表
現
さ
れ
、
人
々
か
ら
「
悪
し
き
業
病
」
と
し
て
疎
外
さ
れ
た
病
だ
っ
た
こ

と
が
理
解
で
き
る
。

第
三
章

漢
訳
法
華
経
に
お
け
る
「
癩
」
の
記
述
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
と
の
比
較

一
、
普
賢
菩
薩
観
発
品
の
「
癩
」
に
つ
い
て

ハ
ン
セ
ン
病
が
業
病
と
し
て
定
着
し
た
の
は
『
妙
法
蓮
華
経
』
の
普
及
に
よ
る
も
の
、
と
言
わ
れ
て
き
た
。
特
に
普
賢
菩
薩
観
発
品
の

「
得
白
癩
病
」
の
経
文
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

資
料

〉

若
復
見
受
持
是
經
者
。
出
其
過
悪
。
若
實
若
不
實
。
此
人
現
世
得
白
癩
病
。

訓
読
で
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

資
料

〉

若
し
復
た
、
こ
の
経
を
受
持
す
る
者
を
見
て
、
そ
の
過
悪
を
出
さ
ば
、
若
し
く
は
実
に
も
あ
れ
、
若
し
く
は
不
実
に
も
あ
れ
、
こ
の

人
は
現
世
に
白
癩
の
病
を
得
ん
。

注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
「
白
癩
の
病
を
得
ん
」
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
記
述
を
梵
文
法
華
経
と
比
較
し
て
み
る
。

資
料

〉
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・
・
・

・

こ
の
よ
う
に
経
典
を
受
持
す
る
法
師
た
る
比
丘
た
ち
を
誤
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
言
う
者
達
は
、
生
ま
れ
つ
き
盲
目
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
経
典
を
受
持
す
る
比
丘
た
ち
の
悪
口
を
言
う
者
達
の
体
に
は
、
ま
さ
し
く
現
世
に
お
い
て
病
班
が
生
じ
る
で

あ
ろ
う
。

「
白
癩
」
の
箇
所
の
梵
文
法
華
経
は
「

」
の
表
現
に
該
当
す
る
。
こ
の
「

」
の
意
味
は
「
斑
点
あ
る
、
病
班
が
生
じ

る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
か
ら
は
何
ら
か
の
病
か
ら
起
こ
る
「
斑
点
あ
る
、
病
班
が
生
じ
る
」
と
い
う
状
態
は
見
い
だ
せ
て

も
、
漢
訳
法
華
経
に
あ
る
「
白
癩
病
」
と
い
う
具
体
的
病
名
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

資
料

〉【
形
】
明
白
な
る

見
ゆ
る

顯
著
な
る

明
か
な
る

輝
け
る
；
判
然
た
る

聴
き
と
り
得
る
（
聲
）；
雜
色
の
斑
點
あ

る

斑
ら
の
；
種
々
の

多
様
の

種
々
の
拷
問
に
か
く
る
（
刑
罰
）；
不
思
議
な
る

驚
く
べ
き
；
あ
ち
こ
ち
に
跳
ぶ
（

）；

﹇
漢
譯
〕
種
種

種
種
不
同

雜
類
；
雜
飾

雜
色

妙
色
；
有
殊

希
奇

；
癩
病

致
癩
病

得
白
癩
病

南
条
文
雄
・
泉
芳
景
共
訳
の
『
梵
漢
対
照
新
訳
法
華
経
』
で
は
、「
白
癩
」
の
箇
所
は
梵
文
に
添
っ
て
「
斑
点
を
生
ず
べ
し
」
と
訳
さ

れ
て
い
る
。

資
料

〉
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か
く
の
如
き
經
典
を
受
持
す
る
法
師
比
丘
に
對
し
、
苦
難
を
與
ふ
る
も
の
は
生
來
盲
目
な
る
べ
し
。
ま
た
か
く
の
如
き
經
典
を
受
持

す
る
比
丘
に
對
し
毀
謗
を
な
す
も
の
は
現
在
身
に
斑
點
を
生
ず
べ
し
。

さ
ら
に

の
法
華
経
英
訳
本
で
も
、「
白
癩
」
の
箇
所
は
斑
点
を
意
味
す
る
「

」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

資
料

〉

つ
ま
り
、
法
華
経
普
賢
菩
薩
観
発
品
の
「
得
白
癩
病
」
は
、
梵
文
法
華
経
の
原
典
で
は
「
身
体
が
ま
だ
ら
に
な
る
」
と
い
う
意
味
で
あ

り
、「
白
癩
病
」
と
い
う
具
体
的
病
名
を
見
い
だ
す
こ
と
は
出
来
き
な
い
。
し
か
も
、
経
説
で
は
あ
く
ま
で
現
世
に
お
い
て
ま
だ
ら
に
な

る
の
で
あ
っ
て
、
人
々
か
ら
恐
れ
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
過
去
世
の
宿
業
に
よ
り
病
に
な
る
こ
と
は
説
か
れ
て
い
な
い
。

こ
の
部
分
を
『
正
法
華
経
』
と
比
較
し
て
み
る
。

資
料

〉

若
有
比
丘
受
持
是
經
。
世
世
不
忘
所
生
聰
明
黠
慧
。
未
曾
聾
盲
。
現
在
獲
安
無
有
衆
患
。
若
毀
此
經
訶
學
持
者
而
復
誹
謗
。
其
人
現

在
身
致
癩
病
。

『
妙
法
蓮
華
経
』
の
「
得
白
癩
病
」
の
箇
所
は
、『
正
法
華
経
』
の
「
致
癩
病
」
の
漢
訳
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
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む
し
ろ
梵
文
法
華
経
に
「
癩
病
」
を
示
す
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
、
同
じ
普
賢
菩
薩
観
発
品
の
「
悪
瘡
膿
血
」
の
経
説
で
あ
る
。

資
料

〉

身
體
臭
穢
。
悪
瘡
膿
血
。

「
身
體
臭
穢
・
悪
瘡
膿
血
」
の
梵
文
法
華
経
を
示
し
て
み
る
。

資
料

〉

・

・

・
・

・

・
・

・

・

身
体
が
悪
臭
を
放
ち

腫
れ
物
や
水
泡
や
か
さ
ぶ
た

や
疥
癬
に
覆
わ
れ
た
身
体
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

悪
瘡
膿
血
の
梵
文
は
、「

」
の
部
分
に
あ
た
る
。

「

」
は
、
漢
訳
で
は
「
瘡
泡
・
連
瘡
」
な
ど
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

資
料

〉
２
【
男
】
漢
訳
・
瘡
疱

【
女
】
漢
訳
﹇
病
名
﹈
連
瘡

文
中
最
後
の
「

」
を
調
べ
る
と
、

の
辞
典
に
よ
れ
ば
「

（
皮
膚
の
発
疹
）

（
庖

疹
）」
と
「

（
癩
病
の
一
種
）」
な
ど
の
意
味
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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資
料

〉…

皮
膚
の
発
疹

疱
疹

ら
い
病
の
一
種
（

）

つ
ま
り
、

の
辞
典
で
は
「

」
は
皮
膚
の
発
疹
の
意
味
と
癩
病
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
指
摘
し
て
い
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
仮
に
癩
病
の
一
種
と
解
釈
さ
れ
た
場
合
で
も
決
し
て
「
癩
病
」
を
特
別
視
せ
ず
、
瘡
・
水
泡
・

連
瘡
な
ど
の
皮
膚
病
と
同
格
に
扱
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

二
、
譬
喩
品
の
「
癩
」
に
つ
い
て

『
妙
法
蓮
華
経
』
で
は
、
普
賢
菩
薩
観
発
品
以
外
に
「
癩
」
の
文
字
は
譬
喩
品
に
３
回
出
て
く
る
。
第
一
は
「

疥
癩
（
色
黒
く
し

て
ひ
ぜ
ん
、
か
た
い
あ
り
）」、
第
二
は
「
身
体
疥
癩
（
身
体
に
ひ
ぜ
ん
、
か
た
い
あ
り
）」、
第
三
は
「
疥
癩
癰
疽
（
ひ
ぜ
ん
、
か
た
い
、

は
れ
も
の
）」
の
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
疥
癩
」
と
漢
訳
さ
れ
て
い
る
。

資
料

・

〉

疥
癩

人
所
觸

し
て
、
疥
・
癩
あ
り

人
に
触

れ

身
體
疥
癩

又
無
一
目

身
体
に
疥
・
癩
あ
り

ま
た
、
一
目
無
く

水
腫
乾
疽

疥
癩
癰
疽

水
腫
・
乾
瘠
・
疥
・
癩
・
癰
疽

梵
文
法
華
経
を
み
る
と
、
第
一
の
「

疥
癩
」
の
疥
癩
は
「

」
で
あ
る
。
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資
料

〉

・

・

・
・

意
味
は
、「
疥
癬
」
つ
ま
り
カ
イ
セ
ン
虫
の
寄
生
に
よ
る
皮
膚
病
の
こ
と
で
あ
る
。

資
料

〉

・
・

【
形
】
同
上
﹇
漢
譯
﹈
疥

・
・

【
女
】

・
・

﹇
漢
譯
﹈
痒

癬

第
二
の
「
身
体
疥
癩
」
の
疥
癩
は
、「

」
で
あ
る
。

資
料

〉

・
・

・

・

・

意
味
は
、「
跛
（
あ
し
な
え
）、
足
が
不
具
」
で
あ
る
。

資
料

〉

・
・

【
形
】
愚
か
な
る
；
不
具
の
；
﹇
漢
譯
﹈

攣

以
上
の
２
カ
所
の
「
癩
」
は
、
法
華
経
を
誹
謗
し
た
罪
で
人
が
野
干
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
こ
と
を
譬
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
か
所

の
梵
文
法
華
経
を
見
る
限
り
、
い
づ
れ
も
漢
訳
経
典
で
意
味
す
る
「
癩
病
」
と
い
う
特
定
の
病
名
に
該
当
す
る
表
現
は
見
当
た
ら
な
い
。
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第
三
の
「
疥
癩
癰
疽
」
に
は
、
皮
膚
病
と
と
も
に
「
癩
病
」
に
相
当
す
る
単
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、「

」
と

「

」
で
あ
る
。

資
料

〉
・
・

・
・

・

・

「

」
は
「
癩
・
悪
癩
・
白
癩
・
黒
癩
・
瘡
癬
」
な
ど
癩
病
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。

資
料

〉

・
・

【
中
】
癩
病
；
﹇
漢
譯
﹈
癩

悪
癩

瘡
癬

白
（
又
は
悪
）
癩

大
麻
風

・
・

・

【
女
】
尖
端

嘴
；
癩
病
。

・
・

【
形
】
四
肢
の
癩
病
に
罹
れ
る
。

・
・

【
形
】﹇
漢
譯
﹈
癩
病

・
・

・
・

【
女
】
内
臓
の
包
容
物
。

・
・

【
形
】
癩
病
に
罹
れ
る
；
﹇
漢
譯
﹈
癩

。

「

」
は
「
癩
病
の
一
種
、
癩
病
の
白
斑
点
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。

資
料

〉【
形
】
癩
病
の
。【
中
】
癩
病
の
白
斑
點
；
癩
病
（
の
一
種
）；
﹇
漢
譯
﹈
胎
毒

。

【
形
】【
俗
】﹇

﹈
；
﹇
漢
譯
﹈
疲
厭

懈
怠

素
食
（
？
）﹇

。

【
中
】
癩
病
た
る
こ
と
。
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【
形
】
癩
病
を
除
去
す
る
。

・

【
中
】
癩
病
の
治
療
。

【
女
】【
俗
】﹇

＜

＋

﹈
；
﹇
漢
譯
﹈
疲
厭

懈
倦

嬾
惰

。

。

【
形
】
癩
病
の
。

以
上
見
て
き
た
「
癩
」
に
関
す
る
法
華
経
の
経
文
は
、
す
べ
て
法
華
経
受
持
者
を
誹
謗
す
る
人
た
ち
が
様
々
な
皮
膚
病
に
よ
り
悪
臭
を

放
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
、
身
体
が
悪
臭
を
放
つ
こ
と
に
対
す
る
恐
怖
心
や
嫌

悪
感
に
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
癩
病
」
の
必
然
性
を
指
摘
し
た
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
法
華
経
受
持
者
を
誹
謗
す
れ

ば
、
皮
膚
病
に
冒
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
皮
膚
病
に
冒
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
法
華
経
の
受
持
者
を
誹
謗
し
た
か
ら
だ
と
は
言
え

な
い
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
う
だ
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
単
純
な
因
果
応
報
の
理
解
と
な
っ
て
し
ま
う
。

お
わ
り
に

羅
什
訳
の
『
妙
法
蓮
華
経
』
に
は
確
か
に
白
癩
病
を
強
調
し
た
表
現
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
法
華
経
の
教
理
か
ら
は
法
華
経
受

持
者
を
誹
謗
す
る
人
た
ち
の
業
病
観
や
宿
業
観
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
華
経
作
者
の
意
図
は
、
法
華
経
受
持
者
を
誹
謗
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
し
普
賢
菩
薩
観
発
品
の
「
得
白
癩
病
」
の
経
文
に
癩
病
の
業
病
性
を
見
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、
経
文
そ
の
も
の
よ
り
、
そ
れ
は
歴
史

の
中
で
作
ら
れ
て
き
た
社
会
全
体
の
癩
病
へ
の
嫌
悪
感
や
恐
怖
心
、
差
別
意
識
が
そ
の
主
た
る
原
因
・
前
提
条
件
に
な
っ
て
い
る
と
解
釈
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す
べ
き
で
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、「
法
華
経
と
誹
謗
」
に
つ
い
て
の
論
考
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。
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２
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華
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』
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店

〉
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経
』

〉
大
正
蔵
経
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前
出
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４
）
九
巻
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法
華
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４
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巻
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華
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華
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）
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梵
和
大
辞
典
・
前
出
注
（

）
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』
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正
蔵
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・
前
出
注
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４
）
九
巻

妙
法
蓮
華
経

〉
法
華
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出
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）

〉
梵
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華
経
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）

〉
梵
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典
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梵
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典
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※
本
稿
は
第
五
四
回
日
蓮
宗
教
学
発
表
大
会
で
発
表
し
た
原
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。


